第１１回大阪府障がい者等の職場環境整備等支援組織認定等審議会　議事概要

日時：令和８年３月３０日（月）　午後２時から午後２時４５分まで
場所：福祉総務課会議室（オンライン併用）

＜会議の成立について＞
　出席委員数　５名（本審議会の委員総数５名の過半数）
　（大阪府障害者等の職場環境整備等支援組織認定等審議会第５条第３項により、会議が有効に成立）

＜会議の公開＞
　会議の公開に関する指針に規定する「会議の公開の基準」に基づき、公開とする。

■福祉総務課長あいさつ

■報告１「部会の開催状況」について
＜事務局説明＞
資料１-１、資料１-２により事務局説明

（委員）
子育てハートフル企業顕彰部会について、応募する企業が減っており、この顕彰審査の仕組み自体がどれほど有効なのかを部会において何年も議論しているところ。障がい者雇用貢献企業顕彰はうまく制度が回っているのか。

（委員）
ハートフル企業大賞とハートフル企業チャレンジ応援賞に関しては、選ぶだけの応募があったが、ハートフル企業教育貢献賞について今年度は応募が２件しかなく、あまり選ぶ余地がなかった。支援学校との連携等が課題であり、選択が難しかった。

（委員）
この顕彰は、企業が自ら応募し、その中から選ぶという形なのか。

（事務局）
基本的には企業よりそれぞれで応募いただく形になる。子育てハートフル企業顕彰については、応募企業の数と、顕彰企業の数がほとんど変わらず、選定が難しくなる。

（委員）
子育てハートフル企業顕彰の応募件数が減っている要因は。

（事務局）
応募する企業自体がそもそも少ないと聞いている。企業としてのインセンティブを高めるために企業顕彰をさせていただいているが、どれだけの企業が積極的にハートフル顕彰を知っていただき応募いただけるかというところが悩みどころと聞いている。

（委員）
大阪府としては、ものすごく一生懸命ＰＲしてくださっている。委員も含めて働きかけをしているが、実際にはなかなか応募が少なく、減っているというよりも、そもそもの応募件数が少ない。企業を顕彰するということ自体、ひとり親を支援している企業はたくさんおられると思うが、なぜ効果がないのかがもう一つ分からない。事務局の方も頑張って広報していただいているところではあるが、その後の取組状況も含めて、課題として考えねばならないと思う。

（委員）
顕彰されたことによるインセンティブのようなものはあるのか。

（事務局）
金銭的なものがあるわけではないが、企業としては、企業CSRとして大阪府に表彰されている、社会福祉課題に対して前向きな企業であるという発信が一番のメリットになるのかと思っているところ。それを府としてはしっかり広めていくことがミッション。
ハートフル企業の顕彰とは別だが、顕彰制度の効果になると、表彰されるという誉れの部分は当然だが、特に雇用系の部分については、雇用が進むための手法等をいかに行政として発信していくかというところが、大きなポイントになる。例えば就労継続支援B型に対する表彰等は広く事業者が導入しやすいような取組みを広げるという意味も込められていると聞いているので、雇用の工夫を顕彰と合わせて発信いただくなど、今までも取り組んでいる部分もあるかと思うが、その辺りをどううまく伝えていくかが課題。

（委員）
顕彰制度自体は障がい者やひとり親家庭の雇用の問題だけではなく、府ではさまざまな分野で顕彰制度を作っておられると思うが、全庁の傾向として振るわない状況なのか。

（事務局）
全庁の状況は把握してないが、企業顕彰というのは企業にとってどれだけその企業の価値を発信できるかというところが大事だと思うので、府としては、そういった値打ちが広がっていくように、発信の部分をしっかり頑張っていく必要があると認識。

（委員）
大阪府の顕彰が価値を持つ、というのが大阪府全体としても有意義なことだと思うので、ぜひそこでのモデルとしての意義も高まるように情報共有しながら効果が出るようにしていけたらと思う。

■報告２「「障害者等の職場環境整備等支援組織」の活動状況」について
＜事務局説明＞
資料２により事務局説明

　＜質疑・意見＞
特になし

■報告３　大阪府の「行政の福祉化」の取組みについて
＜事務局説明＞
資料３により事務局説明
・主な内容として、「障がい者の庁内職場実習の受入」「公共工事発注における障がい者の雇用・就業促進」「大阪府障がい者優先調達推進方針に基づく物品等購入」を説明。

　＜質疑・意見＞
特になし

■その他について
（事務局）
次回審議会については、新たな支援組織の認定等、ご審議いただく議題があれば、都度開催させていただく。議題がない場合は、今回と同様に年度の報告を実施する予定。
部会の開催については、両部会ともに年度前半と後半で１回ずつ開催予定。
